
第 1号様式 (第1 1条、第1お条、第!1条関係)

事 業 者 排 出 量 削 減 計 画 書 (新 規 ・― )

1王り「 (法人にあっ

て は、 l iたる事 務所

の,F rイによ出)
京都府努鶴市平 1000番 地

氏ね (i二人にあっ
ては、名称及び代表
者の氏名)

林べニヤ産業株式会社舞鶴工場
工場長  藤  原  に  司

事業者の主たる
業種 木材木製品製造業

該当する事業者
要件

マ 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第 1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換算して1.5 0 0キロ

リットル以上))

「 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック又はバス100台以
上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)

r京 都府地球温暖化対策条例施行規則第 10条 第 4号 該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出事業者 (二酸化炭
素に換算して3.0 0 0トン以上))

計 画 期 膚 20 年  4 月 23 年  3 月

基 本 方 9 1
エネルギー消費効率の改善により5%以 上のC02削 減を目指します。

推 進  体  制
工場長をリーダーとする対策本部の設置と実施計画の策定や取組み実績の管理を行っています。

環境 マ ネ ジメ ン トシステム 名称

適用範囲

取得年月日

年度ごとの具体
的な取組及び措
置の計画

年 度 設 備 、 対 象 、 工 程 等 言1 世 J 肉  谷

20～22 工場生産部門 境ルカ戒備の行エネ化と1協内及び事務所のド1り1渋怖の有十こ力|ヒにより'七気ll川11を5夕,市」減する。

20～22 工場生産部門
′
上に ラインの統合寺によ リフォー ク 'フ トの台数を減 らし' t‖1 1 1 1松を 5 %出 」】☆する

温室効果ガスの

排出量等 排出区分
基準年度 (実績)

(19)年 度
にi肢化炭ネ1使鼻)

日擦年度 (計回)

( 2 2 )年 度
( 1 破 十し炭素孜鼻)

増減率
(計画)

ヽ 事業所等排出区分 5 5.417 50 %

B輸 送車両排出区分 [ %

Cそ の他排出区分 | %

排出合計 D [ 5 - 5 0 %

目標設定の考え方
電 気についてはI l力1貨愉の インバー ター|とと1出句末銀t rを小ブロ ックで行コ世する事によ り l G な々 ブ Dノ クを1 う々「させ

る,に 打とについては 'フ トによる製品 ` |イ| | の正搬同欺を4 kらす段J ( 1 ) を構楽する〕この とt tを試鼻すると慣拍 3年

度りt t t i の手ヽ捉が可能 と推‖Jされる。

原単位当たりの

温室効果ガス排
出量等

用途区分 原単位の指標 基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 増減率 (計画)

二按 化炭 素換 鼻
%

二酸化炭素換算

二酸化炭素換算

原卑1立の指標及ひ計回数値設定の考
え方

その他の地球温
暖化対策による
温室効果ガスの

削減量等

対策等の区分
目標年度 (計画)

収 組 量 等 ( 1“:化炭素l l s t鼻)

森林の保全及び整備 ( 緯情i  t t i 横) ( 吸1 文丑)

府内産の木材の利用 (刊サi〕報) nli (市Jli ttt)

自然エネルギーを利用した電力又|」
熱の供給

て,t屯'そ) r制減 ,そ,

けヽ 供給致) (尚J減駄)

グリーン電力の購入 ( 幡人転) (||け減「lt)

削減量等合計

差引排出量

( 排出 イヽ【| | ―削減準合! i )

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 増減率 (計画)

l            馬  7 111t t Ⅲ!~ⅢⅢ              3417 t ―う レ)

地球温暖化対策
に資する社会貢
献活動

' 原 材料 (原木)の輸入を減 らし、LEE産材の便用量を増やす事によ り輸送に伴 うC02の削減を実行 している。

特  記  事  号 1場 "の 子可川 1平可迎 川 ) 1胡J / Jの子r F有t (コ ミ侑 い 、 中 刈)を 年 2 1叫実 施 して い る。

,卜 l i亥ヽする□には レ 印を記人してください。4↓,ど事業者以外で山1こ参加〕される事k者 の方は レ ロ」のキせ人は不峡です,

2  ~来 + 1どl r r」とは, i l山則1割のt t  F F度を  f」 標年,主りとは計「1田|‖1のよi終年度をいいますも

3「 事業所対伊| lヶlく分」とは京称r i内の事業所■の事綸 〔動のためのエネ レギーの使川に| 1 4ぃ, 6アLする湘と効県ガスを  「輸送Ⅲ向l l l l  lに分〕とはr  r lⅢ逆進学指イに
ついては使' l 1 7 7小処の1セi Aを京r t r F ' JとするⅢⅢ町の" | | |する, l i生切栄打スを j t道事准イについては件tれするとヤ物ⅢⅢl文はちそ存ⅢⅢⅢ]のp「|す る| 1法と拘性"ス を  「そ
の他併| l t 4クl iと は l t  iせ1ス外の京冊r F内における事k i町手の事粕 〔コうに| |い充化する湘生なり!ガスをいいます。

‐と 「巧〔Ⅲl t  iたりのi品室効, 1ガス排| 1性■Jの
「川途に分Jに は、●● 1明 事 務所などの十‖途をiせ人して ください。 「明〔卜位の特|夕」には 分 rの 「:性化炭素換

鼻Jの 下に分けとなる特探 ( 1 1 , t t t i t  l rへ材〔面積 と 行出i離年)を r iせ人してください.

5「 |キ記事)に には 平 成 2イト1生( 1 9 9 0午 宝)と な中とした排出i tのイけしや缶エネ理お]】円すこなど他イの市t生効, 1ガスl J出出」l kへの上i峡 ダ  ~シ コ〕'この採j l  キ; ,と
フロ)な との条例指定外の‖R■1料:方スの出JⅢlなどを|だ人してくださいt


